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【特許請求の範囲】
　　【請求項１】　複数種類の識別情報の可変表示を行って表示結果を導出表示する可変
表示装置を備え、前記表示結果が予め定めた特定識別情報となったときに特定遊技状態に
制御可能であり、前記特定識別情報は、特別識別情報と前記特別識別情報以外の非特別識
別情報とを含み、前記表示結果が前記特別識別情報であったときに該特定遊技状態終了後
に遊技者に有利な特別遊技状態に制御可能な遊技機において、
　該遊技機は、前記可変表示装置で可変表示を開始した後、表示結果を導出表示する前に
一旦仮表示結果を導出表示し、再度可変表示させて表示結果を導出表示する再可変表示手
段を備え、
　前記可変表示の表示態様には、表示結果が前記特定識別情報となる可能性を示す期待度
が互いに異なる複数種類のリーチ表示態様を含み、
　前記仮表示結果として前記特定識別情報のうち前記非特別識別情報が導出表示されたと
きの再可変表示後の表示結果として前記特別識別情報が導出表示される割合である成り上
がり率が、前記期待度の異なる複数種類のリーチ表示態様のうちいずれのリーチ表示態様
が表示されたかによって異なることを特徴とする遊技機。
　　【請求項２】　前記可変表示装置の表示結果として前記特別識別情報が導出表示され
る割合と前記非特別識別情報が導出表示される割合とが、前記期待度の異なる複数種類の
リーチ表示態様のうちいずれのリーチ表示態様が表示されたかによって異なることを特徴
とする請求項１記載の遊技機。
　　【請求項３】　前記特別遊技状態とは、前記可変表示装置の表示結果として前記特定
識別情報が導出表示される確率が高くなる高確率状態であることを特徴とする請求項１又
は請求項２記載の遊技機。
　　【請求項４】　前記遊技機は、遊技者が動作を視認可能な位置に設けられ且つ遊技の
演出に用いられる可動部材を備え、
　前記複数種類のリーチ表示態様のうち該可動部材による演出を伴うリーチ表示態様は、
前記可動部材による演出を伴わないリーチ表示態様に比べて前記期待度が高いことを特徴
とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の遊技機。
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　　【請求項５】　前記複数種類のリーチ表示態様のうち、前記期待度の低いリーチ表示
態様は、前記期待度の高いリーチ表示態様よりも前記成り上がり率が高いことを特徴とす
る請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の遊技機。
　　【請求項６】　前記非特別識別情報は、複数種類設けられ、前記仮表示結果として導
出表示される前記非特別識別情報の種類によって前記成り上がり率が異なることを特徴と
する請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
　　　【０００１】
　　【発明の属する技術分野】
　本発明は、複数種類の識別情報の可変表示を行って表示結果を導出表示する可変表示装
置を備え、前記表示結果が予め定めた特定識別情報となった場合に特定遊技状態に制御可
能であり、前記表示結果が前記特定識別情報のうち予め定めた特別識別情報となった場合
に前記特定遊技状態に制御可能であると共に該特定遊技状態終了後に遊技者に有利な特別
遊技状態に制御可能な遊技機に関するものである。
　　　【０００２】
　　【従来の技術】
　従来、一般に、可変表示装置を備えた遊技機としての例である弾球遊技機は、可変表示
装置で図柄（識別情報）を可変表示（これを変動ともいう）し、その表示結果が予め定め
た大当り図柄（特定識別情報）となったことを条件に、特定遊技状態を発生するようにな
っていた。ここで、特定遊技状態を発生させる特定識別情報には、特別識別情報と非特別
識別情報とがあり、特別識別情報によって特定遊技状態となった場合には、この特定遊技
状態の終了後における遊技状態を遊技者に有利な特別遊技状態とするように設定されてい
る。
　　　【０００３】
　また、可変表示装置で可変表示を開始した後、一旦仮表示結果を導出表示し、一定の確
率で再可変表示させて表示結果を導出表示することがあるが、この際、仮表示結果が非特
別識別情報であっても再可変表示で特別識別情報に昇格する、所謂成り上がりの可能性を
持たせることにより、遊技者の期待を高める演出をしていた。このような、成り上がりを
行う遊技機の場合、例えば、特開２００１－２３９０２１で示されるように、図柄の変動
開始から確定表示までの変動態様によって成り上がる割合、即ち、成り上がり率が異なる
ようにしていた。
　　　【０００４】
　　【発明が解決しようとする課題】
　ところが、上記した例の場合、図柄の成り上がり率が図柄の変動態様の違いだけにより
決定されるものであり、図柄の変動態様毎の大当り図柄となる可能性にはなんら関連がな
く、遊技の興趣を欠くという欠点があった。本発明は、上記した事情に鑑みなされたもの
で、その目的とするところは、成り上がり率をリーチ表示態様の期待度の違いによって異
ならせることにより、遊技の興趣を向上させた遊技機を提供することにある。
　　　【０００５】
　　【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明においては、複数種類の識別情報の可変表
示を行って表示結果を導出表示する可変表示装置を備え、前記表示結果が予め定めた特定
識別情報となったときに特定遊技状態に制御可能であり、前記特定識別情報は、特別識別
情報と前記特別識別情報以外の非特別識別情報とを含み、前記表示結果が前記特別識別情
報であったときに該特定遊技状態終了後に遊技者に有利な特別遊技状態に制御可能な遊技
機において、該遊技機は、前記可変表示装置で可変表示を開始した後、表示結果を導出表
示する前に一旦仮表示結果を導出表示し、再度可変表示させて表示結果を導出表示する再
可変表示手段を備え、前記可変表示の表示態様には、表示結果が前記特定識別情報となる
可能性を示す期待度が互いに異なる複数種類のリーチ表示態様を含み、前記仮表示結果と
して前記特定識別情報のうち前記非特別識別情報が導出表示されたときの再可変表示後の
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表示結果として前記特別識別情報が導出表示される割合である成り上がり率が、前記期待
度の異なる複数種類のリーチ表示態様のうちいずれのリーチ表示態様が表示されたかによ
って異なることを特徴とする。このように構成することにより、成り上がり率と期待度と
に関連性を持たせることができるため、遊技の興趣を向上させることができる。また、成
り上がり率と期待度の異なる複数のリーチ表示態様とを様々に組み合わせることで設計上
の幅を広げることができるため、遊技の興趣を向上させた遊技機を提供することができる
。
　　　【０００６】
　また、請求項２の発明においては、前記可変表示装置の表示結果として前記特別識別情
報が導出表示される割合と前記非特別識別情報が導出表示される割合とが、前記期待度の
異なる複数種類のリーチ表示態様のうちいずれのリーチ表示態様が表示されたかによって
異なることを特徴とする。このように構成することにより、いずれのリーチ表示態様の場
合に特別識別情報が導出表示される可能性が高いのか認識できるため、リーチ表示態様に
対して遊技者に期待感を持たせることができる。
　　　【０００７】
　また、請求項３の発明においては、前記特別遊技状態とは、前記可変表示装置の表示結
果として前記特定識別情報が導出表示される確率が高くなる高確率状態であることを特徴
とする。このように構成することにより、導出表示された特定識別情報が特別識別情報か
否かによって次に特定識別情報が導出表示される確率が異なるため、特定識別情報として
非特別識別情報が導出表示されるか、特別識別情報が導出表示されるかに遊技者を惹き付
けることができる。
　　　【０００８】
　また、請求項４の発明においては、前記遊技機は、遊技者が動作を視認可能な位置に設
けられ且つ遊技の演出に用いられる可動部材を備え、前記複数種類のリーチ表示態様のう
ち該可動部材による演出を伴うリーチ表示態様は、前記可動部材による演出を伴わないリ
ーチ表示態様に比べて前記期待度が高いことを特徴とする。このように構成することによ
り、斬新な遊技演出を行うことができると共に、可動部材が動作すると特定識別情報が表
示され易い印象を遊技者に与えることができ、可動部材の動作に対して遊技者に期待感を
持たせることができる。
　　　【０００９】
　また、請求項５の発明においては、前記複数種類のリーチ表示態様のうち、前記期待度
の低いリーチ表示態様は、前記期待度の高いリーチ表示態様よりも前記成り上がり率が高
いことを特徴とする。このように構成することにより、表示結果として特定識別情報が導
出表示され難くても、特定識別情報が導出表示される場合には、特別識別情報が導出表示
され易くなるため、期待度の低いリーチ表示態様に対しても遊技者に期待感を持たせるこ
とができる。
　　　【００１０】
　また、請求項６の発明においては、前記非特別識別情報は、複数種類設けられ、前記仮
表示結果として導出表示される前記非特別識別情報の種類によって前記成り上がり率が異
なることを特徴とする。このように構成することにより、成り上がり率が表示されるリー
チ表示態様の種類及び、仮表示結果として導出表示される非特別識別情報の種類という複
数の要素によって左右されることとなるため、興趣を向上させることができる。また、仮
表示結果が導出表示された時点で特別識別情報が導出表示され易いか否かを迅速に判断す
ることができる。
　　　【００１１】

　　　【００１２】
　　【発明の実施の形態】
　以下、本発明の一実施形態を図面を参照して説明する。まず、遊技機の一例である弾球
遊技機の全体の構成について説明する。図１は弾球遊技機１を正面からみた正面図である
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。なお、ここでは、遊技機の一例として弾球遊技機を示すが、本発明は弾球遊技機に限ら
れず、例えばコイン遊技機やスロット機等であってもよい。
　　　【００１３】
　図１に示すように、弾球遊技機１は、額縁状に形成されたガラス扉枠２を有する。ガラ
ス扉枠２の下部表面には打球供給皿３がある。打球供給皿３の下部には、打球供給皿３か
らあふれた遊技球を貯留する余剰玉受皿４と打球を発射する打球操作ハンドル（操作ノブ
）５が設けられている。ガラス扉枠２の後方には、図２に示す遊技盤６が着脱可能に取り
付けられている。
　　　【００１４】
　遊技盤６の表面には、図２に示すように、円形うず巻き状に誘導レール７が取り付けら
れ、該誘導レール７の内側が遊技領域８とされて、発射された打玉が落下するものである
。遊技領域８には、図示の場合、可変表示装置としての可変表示装置９、特別可変入賞球
装置１０、普通可変入賞球装置１１等が設けられると共に、単に打玉を入賞とする入賞口
、打玉の流下方向，速度を変化せしめる風車又は多数の障害釘が設けられ、遊技領域８の
最下方には、いずれの入賞領域にも入賞しない打玉が取り込まれるアウト口１２が設けら
れている。また、可変表示装置９の左右の両側方には、それぞれ通過玉検出器１３ａ，１
３ｂが設けられている。この通過玉検出器１３ａ，１３ｂは、該通過玉検出器１３ａ，１
３ｂ内を通過する打玉を検出すると、その検出信号に基づいて可変表示装置９（表示部装
飾部材１８）の上側に設けられる左右一対のＬＥＤからなる普通図柄表示器１４ａ，１４
ｂを可変表示（点灯移動）して表示結果を導出する（左右いずれか一方のＬＥＤのみを点
灯表示する）。なお、左側の普通図柄表示器１４ａには「○」が付され、右側の普通図柄
表示器１４ｂには「×」が付されている。即ち、「×」が付された右側の普通図柄表示器
１４ｂが点灯した場合には、普通図柄表示器１４ａ，１４ｂがはずれの表示結果を導出し
たことになる。一方、「○」が付された左側の普通図柄表示器１４ａが点灯した場合には
、普通図柄表示器１４ａ，１４ｂが大当りの表示結果を導出したことになり、普通可変入
賞球装置１１が所定時間開放される。また、普通図柄表示器１４ａ，１４ｂの可変時間は
、通常確率モードのときに相対的に長く（例えば、３０秒）、確率変動モードのときに相
対的に短く（例えば、３～５秒）設定されている。また、可変表示装置９（表示部装飾部
材１８）の上側には、普通図柄表示器１４ａ，１４ｂの可変表示中に通過玉検出器１３ａ
，１３ｂを通過した打玉数を記憶表示するゲート通過記憶表示器１５（最高４個まで記憶
表示する）が設けられている。
　　　【００１５】
　普通可変入賞球装置１１は、遊技領域８のほぼ中央に配置される可変表示装置９とアウ
ト口１２の上方に配置される特別可変入賞球装置１０との間に配置され、ソレノイド１６
によって開閉駆動される電動チューリップタイプの可変入賞球装置である。そして、普通
可変入賞球装置１１には、始動玉検出器１７が内蔵され、開放中又は閉成中に受け入れた
入賞玉を検出するようになっている。しかして、打玉が始動玉検出器１７によって検出さ
れると可変表示装置９が可変表示を開始する。なお、普通可変入賞球装置１１の開放時間
は、通常確率モードのときに相対的に短く（例えば、０．５秒）、確率変動モードのとき
に相対的に長く（例えば、２秒）設定されている。また、普通可変入賞球装置１１が開放
していない場合でも打玉を受け入れるようになっている。
　　　【００１６】
　可変表示装置９は、図２に示すように、左・中・右の特別図柄を個々に可変表示する表
示領域８０が形成された液晶タイプの表示器であり、その前方外周には、縦長形状の窓枠
部１９が開設された表示部装飾部材１８が設けられる。そして、可変表示装置９の変動停
止時における図柄の組合せが予め定めた大当り図柄の組合せ（例えば、同一の図柄が当り
ラインのいずれかに揃った場合）である場合に、所定の遊技価値の付与として特定遊技状
態を発生して、特別可変入賞球装置１０を次に説明する所定の表示態様で開閉駆動するも
のである。ただし、大当り図柄の組合せの一部は、特別識別情報（以下、確変図柄ともい
う）として設定され、この特別識別情報で特定遊技状態となったときには、その特定遊技
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状態終了後における前記普通図柄表示器１４ａ，１４ｂにおける当り（当りＬＥＤの点灯
）の出現確率や可変表示装置９における大当り図柄の出現確率が高くなる特別遊技状態（
確率変動モード）となるように設定されている。なお、可変表示装置９に大当り図柄が表
示される際に、一旦仮表示結果（仮当り図柄）を導出表示し、再可変表示させて表示結果
（確定図柄）を導出表示することが、一定の確率で行われる。この際、仮当り図柄が特別
遊技状態とはならない非特別識別情報（以下、非確変図柄ともいう）であっても確定図柄
において特別識別情報に昇格することがあり、これを後述する成り上がりといい、非特別
識別情報から特別識別情報に昇格する確率を成り上がり率という。
　　　【００１７】
　また、表示部装飾部材１８には、前述したような普通図柄表示器１４ａ，１４ｂ及びゲ
ート通過記憶表示器１５に加えて、特別図柄の可変動作中に前記始動玉検出器１７によっ
て検出された玉数を記憶表示する始動記憶表示器２０（最高４個まで記憶表示する）が設
けられている。
　　　【００１８】
　また、表示部装飾部材１８の上側には、可変表示装置９の表示態様（例えば、特別図柄
や演出画像の変動）に対応して可動する予告報知手段としての可動部材２１が遊技者に対
して視認可能に設けられ、該可動部材２１の上方には、前記ゲート通過記憶表示器１５が
設けられている。可動部材２１は、図６（Ｂ）に示すように、怪獣の顔を模した形状をな
し、下あご部分２１ｂが遊技盤６裏面に設けられるソレノイド２１ａ（図２参照）によっ
て上下方向に可動することで、怪獣がものを噛むような動作を行うようになっている。な
お、可動部材２１は、ソレノイド２１ａがＯＦＦのときに口を閉じた状態にあり、ソレノ
イド２１ａがＯＮするとこれに伴って下あご部分２１ｂが動いて口を開けた状態になる。
また、怪獣の顔を模した可動部材２１の口の中には、７色に点灯が可能な多色ＬＥＤから
なる左右一対の役物飾りランプ３３ａ，３３ｂが設けられている。
　　　【００１９】
　また、可動部材２１は、表示領域８０中央の真上の部分に配置されるものであり、然も
下あご部分２１ｂを下方に可動してもその下あご部分２１ｂで表示領域８０を覆い隠さな
い位置に配置されている。但し、表示領域を覆い隠す位置に可動部材を設けるようにして
もよい。この場合には、表示領域の表示内容と可動部材の動作とが相互に関係する演出が
遊技者に対してより分り易くなる。例えば、表示領域を区画する可動部材を設けて、演出
内容に応じて表示領域の大きさを変化させる等の演出が考えられる。また、本実施形態に
おいて、可動部材は、打球の流路に影響のない位置に設けられているが、打球の流路を変
化させるような位置に可動部材を設けるようにしてもよい。例えば、可動部材が動作する
ことにより、始動入賞口方向に球を誘導するようにしてもよい。こうすることで、可動部
材が動作することにより、演出内容を多彩にできると共に遊技者に対して特別な利益（始
動入賞口に球が入り易くなる）が付与できる。
　　　【００２０】
　特定遊技状態となったときに駆動制御される特別可変入賞球装置１０は、ソレノイド２
６によって開閉駆動される開閉板２５を有し、その開閉板２５に受け入れられた打玉を検
出する入賞個数検出器２７が設けられている。また、特別可変入賞球装置１０内（開閉板
２５の内側）には、打玉の検出（Ｖ入賞検出）に伴って特定遊技状態の継続権を成立させ
る特定玉検出器２８が設けられており、該特定玉検出器２８の上方には、一旦Ｖ入賞検出
があると次に開閉板２５を開放するまでは打玉が特定玉検出器２８を通過しないようにす
るＶシャッター２９が設けられている。このＶシャッター２９は、ソレノイド３０によっ
て開閉駆動が行われる。しかして、特定遊技状態となった場合には、一定時間（例えば、
２８秒）が経過するまで又はその一定時間内に所定個数（例えば、１０個）の入賞玉が入
賞するまで開閉板２５を開放（以下、この開放を開放サイクルという）し、その開放サイ
クル中に受け入れられた打玉が特定玉検出器２８によって検出されたときに継続権が成立
して、再度上記した開放サイクルが実行され、各開放サイクルにおいて継続権が成立して
いることを条件に最高１６回の開放サイクルを繰り返すことができるようになっている。
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　　　【００２１】
　なお、本発明の所定の遊技価値となる特定遊技状態は、上記に限らず以下に示す（１）
～（５）の制御のうちいずれか１つの制御又は組合せた制御を実行する状態であればよい
。
（１）　打玉の入賞を容易にする第一の状態と、打玉が入賞できない又は入賞し難い第二
の状態と、に変化可能な可変入賞球装置に対して所定時間連続的又は間欠的に第一の状態
にする制御。
（２）　特定の入賞又は通過領域での打玉の検出を介在させ、打玉の入賞を容易にする第
一の状態と、打玉が入賞できない又は入賞し難い第二の状態と、に変化可能な可変入賞球
装置に対して所定時間連続的又は間欠的に第一の状態にする制御。
（３）　打玉の入賞に関わらず所定数の景品玉を直接排出する制御。
（４）　有価価値を有する記憶媒体（カードやレシート等）に対して有価数を加算する制
御。
（５）　得点があることに基づいて遊技可能な弾球遊技機に対して得点を付与する制御。
　　　【００２２】
　また、特別可変入賞球装置１０の左右両側には、それぞれ入賞玉検出器３１ａ，３２ａ
を内蔵する入賞口３１，３２が設けられている。また、遊技領域８には、上記した構成以
外に、入賞玉検出器３５ａ，３６ａ及び飾りランプ３５ｂ，３６ｂを内蔵する入賞口３５
，３６や、予告報知手段としての人形形状の可動部材３７，３８を個々に備えたサイド飾
り３９，４０等が設けられている。可動部材３７，３８は、図６（Ａ）に示すように、各
ソレノイド３７ａ，３８ａの駆動によって左右方向に揺れる動作を行うようになっており
、このような可動部材３７，３８の揺れ動作は、前記可動部材２１の動作と連動し得るよ
うになっている。
　　　【００２３】
　また、遊技領域８の外側の左右上部には、効果音を発する２つのスピーカ４１が設けら
れている。遊技領域８の外周には、遊技効果ＬＥＤ４２が設けられている。そして、この
例では、遊技領域８の左側外周に、賞球残数があるときに点灯する賞球ランプ４３が設け
られ、遊技領域８の上側外周に、補給球が切れたときに点灯する球切れランプ４４が設け
られている。さらに、図１には、弾球遊技機１に隣接して設置され、プリペイドカードが
挿入されることによって球貸しを可能にするカードユニット４５も示されている。カード
ユニット４５には、使用可能状態であるか否かを示す使用可表示ランプ４６、カード内に
記録された残額情報に端数（１００円未満の数）が存在する場合にその端数を打球供給皿
３の近傍に設けられる度数表示ＬＥＤに表示させるための端数表示スイッチ４７、カード
ユニット４５がいずれの側の弾球遊技機１に対応しているのかを示す連結台方向表示器４
８、カードユニット４５内にカードが投入されていることを示すカード投入表示ランプ４
９、記録媒体としてのカードが挿入されるカード挿入口５０、及びカード挿入口５０の裏
面に設けられているカードリーダライタの機構を点検する場合にカードユニット４５を解
放するためのカードユニット錠５１が設けられている。
　　　【００２４】
　なお、可動部材の設置位置については、本実施形態中に記載の部位に限るものではなく
、然も遊技盤に可動部材を設けるのではなく、枠側に可動部材を設けるようにしてもよい
。枠側に可動部材を設けた場合には、枠を共通使用する一方で遊技盤が異なる複数機種に
対して可動部材を共通に用いることができる。また、このように枠側に設けられた可動部
材としては、遊技者に物理的に作用を与えるようなものであってもよい。また、操作ハン
ドルを振動可能として、可動部材の動作に応じて操作ハンドルを振動させることで、遊技
者が可動部材の動きを体感できるようにしてもよく、さらには振動の有無によって予告の
信頼度（期待度）を異ならせるようにしてもよい。
　　　【００２５】
　次に、弾球遊技機１の裏面に配置されている各基板について説明する。図３に示すよう
に、弾球遊技機１の裏面では、枠体２Ａ内の機構板５２の上部に玉貯留タンク５３が設け
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られ、弾球遊技機１が遊技機設置島に設置された状態でその上方から遊技球が球貯留タン
ク５３に供給される。球貯留タンク５３内の遊技球は、誘導樋５４を通って賞球ケース５
５で覆われる球払出装置６８に至る。
　　　【００２６】
　遊技機裏面側では、可変表示装置９を制御する演出制御手段としての表示制御基板５６
、遊技制御用マイクロコンピュータ等が搭載された遊技制御基板としての主基板５７が設
置されている。また、球払出制御を行う払出制御用マイクロコンピュータ等が搭載された
払出制御基板５８、及びモータの回転力を利用して打球を遊技領域８に発射する打球発射
装置が設置されている。さらに、各種ランプ・ＬＥＤに信号を送るためのランプ制御基板
５９、スピーカ４１からの音声発生を制御するための音声制御基板６０及び打球発射装置
を制御するための発射制御基板６１も設けられている。
　　　【００２７】
　さらに、ＤＣ３０Ｖ、ＤＣ２１Ｖ、ＤＣ１２Ｖ及びＤＣ５Ｖを作成する電源回路が搭載
された電源基板６２が設けられ、上方には、各種情報を遊技機外部に出力するための各端
子を備えたターミナル基板６３が設置されている。ターミナル基板６３には、少なくとも
、球切れ検出スイッチの出力を導入して外部出力するための球切れ用端子、賞球個数信号
を外部出力するための賞球用端子及び球貸し個数信号を外部出力するための球貸し用端子
が設けられている。また、中央付近には、主基板５７からの各種情報を遊技機外部に出力
するための各端子を備えた情報端子盤６４が設置されている。なお、図３には、ランプ制
御基板５９及び音声制御基板６０からの信号を、枠側に設けられている各種ランプ・ＬＥ
Ｄに供給するための電飾中継基板６５が示されているが、信号中継の必要に応じて他の中
継基板も設けられる。
　　　【００２８】
　図４は、弾球遊技機１の機構板５２を背面からみた背面図である。球貯留タンク５３に
貯留された玉は誘導樋５４を通り、図４に示されるように、球切れ検出器６６ａ，６６ｂ
を通過して球供給樋６７ａ，６７ｂを経て球払出装置６８に至る。球切れ検出器６６ａ，
６６ｂは、遊技球通路内の遊技球の有無を検出するスイッチであるが、球貯留タンク５３
内の補給球の不足を検出する球切れ検出器６９も設けられている。球払出装置６８から払
い出された遊技球は、連絡口７０を通って弾球遊技機１の前面に設けられている打球供給
皿３に供給される。連絡口７０の側方には、弾球遊技機１の前面に設けられている余剰玉
受皿４に連通する余剰玉通路７１が形成されている。また、球払出装置６８には、払い出
した遊技球（賞球）の個数をカウントする賞球カウントスイッチ６８ａ（図５参照）が設
けられている。
　　　【００２９】
　入賞にもとづく景品球が多数払い出されて打球供給皿３が満杯になり、ついには遊技球
が連絡口７０に到達した後さらに遊技球が払い出されると遊技球は、余剰玉通路７１を経
て余剰玉受皿４に導かれる。さらに遊技球が払い出されると、感知レバー７２が満タンス
イッチ７３を押圧して満タンスイッチ７３がオンする。その状態では、球払出装置６８内
のステッピングモータの回転が停止して球払出装置６８の動作が停止するとともに打球発
射装置の駆動も停止する。
　　　【００３０】
　図５は、主基板５７における回路構成の一例を示すブロック図である。なお、図５には
、払出制御基板５８、ランプ制御基板５９、音制御基板（音声制御基板）６０、及び表示
制御基板５６も示されている。主基板５７には、プログラムに従って弾球遊技機１を制御
する基本回路７４と、ゲートスイッチ（通過玉検出器）１３ａ，１３ｂ、始動口スイッチ
（始動玉検出器）１７、カウントスイッチ（入賞個数検出器）２７、Ｖカウントスイッチ
（特定玉検出器）２８、入賞口スイッチ（入賞玉検出器）３１ａ，３２ａ，３５ａ，３６
ａ、満タンスイッチ７３、球切れスイッチ（球切れ検出器）６６ａ，６６ｂ、球切れ検出
スイッチ（球切れ検出器）６９、及び賞球カウントスイッチ６８ａからの信号を基本回路
７４に与えるスイッチ回路７５と、特別可変入賞球装置１０（開閉板２５）を開閉するソ
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レノイド２６、普通可変入賞球装置１１を開閉するソレノイド１６、Ｖシャッター２９を
開閉するソレノイド３０、表示部装飾部材１８に設けられた可動部材２１を駆動するソレ
ノイド２１ａ、サイド飾り３９，４０に設けられた可動部材３７，３８を駆動する各ソレ
ノイド３７ａ，３８ａを、基本回路７４からの指令に従って駆動するソレノイド回路７６
とが搭載されている。なお、基本回路７４とソレノイド回路７６との電気的接続部の途中
には、試験信号出力部位９０が分岐して設けられている。この試験信号出力部位９０は、
各可動部材２１，３７，３８の動作を試験する場合、基本回路７４からソレノイド回路７
６に送信される制御信号を分岐して外部の試験装置（図示しない）に出力するようになっ
ている。但し、ソレノイド回路７６におけるプリント基板上の試験信号出力部位９０には
、配線パターンはあるものの、コネクタ等の外部接続手段は搭載されていない。このため
、試験をする場合、試験信号出力部位９０は、コネクタを搭載すると共に該コネクタを介
して試験装置と接続される。
　　　【００３１】
　また、基本回路７４から与えられるデータに従って、大当りの発生を示す大当り情報、
可変表示装置９の可変表示開始に利用された始動入賞球の個数を示す始動情報、確率変動
が生じたことを示す確変情報、払い出された賞球の個数を示す賞球情報等の情報出力信号
をホールコンピュータ等の外部機器に対して出力する情報出力回路７７が搭載されている
。
　　　【００３２】
　基本回路７４は、ゲーム制御用のプログラム等を記憶するＲＯＭ７４ａ、ワークメモリ
として使用される記憶手段の一例であるＲＡＭ７４ｂ、プログラムに従って制御動作を行
うＣＰＵ７４ｃ、及びＩ／Ｏポート部７４ｄを含む。この実施形態では、ＲＯＭ７４ａ、
ＲＡＭ７４ｂはＣＰＵ７４ｃに内蔵されている。即ち、ＣＰＵ７４ｃは、１チップマイク
ロコンピュータである。なお、１チップマイクロコンピュータは、少なくともＲＡＭ７４
ｂが内蔵されていればよく、ＲＯＭ７４ａ及びＩ／Ｏポート部７４ｄは外付けであっても
内蔵されていてもよい。また、主基板５７には、基本回路７４からのアドレスデータをデ
コードし、基本回路７４内のＲＡＭ７４ｂ、Ｉ／Ｏポート部７４ｄ、あるいはＲＯＭ７４
ａにそれぞれチップセレクト信号を与えるアドレスデコード回路７８が設けられている。
　　　【００３３】
　なお、この実施形態では、ランプ制御基板５９が、遊技盤６に設けられている始動記憶
表示器２０、ゲート通過記憶表示器１５、装飾ランプ（飾りランプ）３５ｂ，３６ｂ、及
び役物飾りランプ３３ａ，３３ｂの表示制御を行うと共に、枠側に設けられている遊技効
果ＬＥＤ４２、賞球ランプ４３、及び球切れランプ４４の表示制御を行う。また、特別図
柄を可変表示する可変表示装置９（図５では、可変表示部と図示）及び普通図柄を可変表
示する普通図柄表示器１４（図５では、可変表示器と図示）の表示制御は、表示制御基板
５６によって行われる。この表示制御基板５６は、可変表示装置９を再可変表示させて表
示結果を導出表示する再可変表示手段、及び再可変表示を行う際にいずれの再可変表示態
様で行うかの再可変表示態様パターンを選択するための再可変表示態様選択手段を含むも
のである。
　　　【００３４】
　次に、可変表示装置９で表示される複数の図柄パターン(変動パターン)について、図７
乃至図１７を参照して説明する。図７及び図８は、可変表示装置９で行われる全変動パタ
ーンを示す一覧表であり、図９及び図１０は、可変表示装置９で行われる全変動パターン
のグループ分けを示す一覧表であり、図１１は、可変表示装置９において再可変表示が行
われて大当りとなった場合の図柄の表示パターンの割合を示す概念図であり、図１２は、
再可変表示（再抽選）前の仮表示結果（仮当り図柄）から表示結果（確定時の図柄）への
変化率等を示す一覧表であり、図１３は、低確率時（通常モード）におけるグループ別の
信頼度（期待度），成り上がり率等を示す一覧表であり、図１４は、低確率時（通常モー
ド）におけるリーチ予告の有無を問わないグループ別の信頼度，成り上がり率等を示す一
覧表であり、図１５は、高確率時におけるリーチ別の成り上がり率を示す一覧表であり、
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図１６は、低確率時におけるリーチ別の成り上がり率を示す一覧表であり、図１７は、低
確率時におけるリーチ予告の種類及び有無の違いによる成り上がり率を示す一覧表である
。なお、図７及び図８，図９及び図１０は、それぞれ変動番号１から１００までの１００
種の図柄パターンを表す１つの表である。また、表中の数値（小数点以下４桁で表示）は
、小数点以下５桁において四捨五入した値を示しているため、表中の数値による計算結果
と表中の計算結果の数値とが相違している場合がある。
　　　【００３５】
　図７及び図８で、可変表示装置９で行われる全変動パターンを示しているが、これらは
、変動番号１～５で示される、通常変動等のリーチが行われない変動パターンと、変動番
号６～４７で示される、ノーマルショートはずれ等のリーチが行われた後にはずれとなる
変動パターンと、変動番号４８～１００で示される、ノーマルショート当り等のリーチが
行われた後に当たりとなる変動パターンと、に分類されるものである。なお、図７は、変
動番号１～４７の変動パターンを示し、図８は、変動番号４８～１００の変動パターンを
示している。
　　　【００３６】
　なお、ここで、リーチ表示態様について説明すると、可変表示装置９において最終停止
図柄（例えば左・中・右図柄のうち中図柄）となる図柄以外の図柄（リーチ識別情報）が
、所定時間継続して、特定識別情報と一致している状態で停止，揺動，拡大縮小もしくは
変形している状態、または、複数の図柄が同一図柄で同期して変動したり、表示図柄の位
置が入れ替わっていたりして、表示結果が導出表示される前で大当り発生の可能性が継続
している状態（以下、これらの状態をリーチ状態という）において行われる演出をリーチ
演出という。また、リーチ演出を含む可変表示をリーチ表示態様という。リーチ状態にお
いて、変動パターンを通常状態における変動パターンとは異なるパターンにすることによ
って、遊技の興趣が高められている。そして、可変表示装置９に可変表示される図柄の表
示結果がリーチ状態となる条件を満たさないときには、はずれとなり、可変表示状態は終
了する。遊技者は、大当りをいかにして発生させるかを楽しみつつ遊技を行うものである
。なお、リーチ表示態様は、リーチ識別情報を含む可変表示であってもよい。例えば、リ
ーチ識別情報が「２」であるリーチ状態と、リーチ識別情報が「４」であるリーチ表示態
様とでは、異なる種類のリーチ表示態様であると考えることができる。
　　　【００３７】
　図７において、「コマンド」は、各変動パターンを可変表示装置９で表示させるために
、主基板５７から表示制御基板５６に送られる信号を示すものであり、「変動秒数」は、
可変表示装置９が変動表示を開始してから停止するまでの時間であり、単位は、ｍｓｅｃ
である。また、「確変」（ＴＢＬ１）,「非確変」（ＴＢＬ２）とは、リーチ後に再可変
表示された確定図柄が、確変図柄で大当りとなる場合と非確変図柄で大当りとなる場合と
をそれぞれ示すものであり、「確変」及び「非確変」欄中の数字は、確変図柄テーブルと
、非確変図柄テーブルとに割り当てられた、それぞれのリーチ態様における割り当て分を
示している。この「確変」及び「非確変」欄に数字が割り当てられているのは、変動番号
４８～１００（図８）で示される、リーチが行われた後に当たりとなる変動パターンの場
合のみである。テーブルに割り当てられた総数は、２５１であり、例えば、リーチ後に再
可変表示されて確変図柄で大当りするもののうち、変動番号４８の「ノーマルショート当
り」で行われる確率は、２／２５１の確率である。
　　　【００３８】
　ＴＢＬ３に示される＋１の数字は、可変表示装置９でリーチ後にはずれとなる図柄を表
示する際に、左及び右の図柄（例えば３）に対して１を加えた数字（４となる）を表示す
ることを意味している。同様に、ＴＢＬ４～８はそれぞれ－１～－５を加えることになり
、「ＴＢＬ９」では、＋１～－５以外の数値を加えることになる。なお、「ＴＢＬ３」～
「ＴＢＬ９」の割り当てる総数も２５１である。また、「ＴＢＬ１０」は、リーチが行わ
れることなくはずれる場合を示すものであり、この場合には、２５０／２５１の確率で変
動番号１の「通常変動」が行われ、１／２５１の確率で変動番号５の「通常変動右滑りガ
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セ」が行われる。
　　　【００３９】
　また、「出現率」は、それぞれの変動パターンが出現する確率であるが、この「出現率
」について概略を説明すると、「出現率」（Ａ）は、「大当り決定時の抽出率」（Ｂ）と
「リーチ決定時の抽出率」（Ｃ）と「パターン選択率」（Ｄ）との積、即ち、
　　　Ａ（％）＝Ｂ×Ｃ×Ｄ
の計算式から算出される。なお、この「出現率」は、後述する信頼度を算出するために必
要となる数値である。
　　　【００４０】
　「大当り決定時の抽出率」は、当りはずれの決定時にその変動パターンが選択される確
率であり、例えば、大当り確率が１／３００である場合には、表示結果がはずれとなる変
動番号１～４７では２９９／３００となり、表示結果が大当りとなる変動番号４８～１０
０では１／３００となる。
　　　【００４１】
　また、「リーチ決定時の抽出率」は、リーチの有無の決定時にその変動パターンが選択
される確率であり、例えば、リーチの発生確率が１／１２である場合には、リーチなしの
変動番号１～５では１１／１２となり、リーチありの変動番号５～４７では１／１２とな
る。一方、表示結果が当りとなる場合は、当りが決定された時点で必ずリーチとなるので
、変動番号４８～１００でそれぞれ１となる。
　　　【００４２】
　また、「パターン選択率」は、変動番号１～１００のうち、いずれの変動パターンが選
択されるかの確率であり、例えば、変動番号１～５では（ＴＢＬ１０の割り当て数）／（
ＴＢＬ１０の割り当て総数）となり、通常変動では、２５０／２５１となる。
　　　【００４３】
　また、変動番号６～４７では、例えば、ＴＢＬ３の発生率が２／１２，ＴＢＬ４～８の
発生率が１／１２，ＴＢＬ９の発生率が５／１２とした場合、［｛（ＴＢＬ３の割り当て
数）／（ＴＢＬ３の割り当て総数）｝×（２／１２）］＋［｛（ＴＢＬ４の割り当て数）
／（ＴＢＬ４の割り当て総数）｝×（１／１２）］＋［｛（ＴＢＬ５の割り当て数）／（
ＴＢＬ５の割り当て総数）｝×（１／１２）］＋［｛（ＴＢＬ６の割り当て数）／（ＴＢ
Ｌ６の割り当て総数）｝×（１／１２）］＋［｛（ＴＢＬ７の割り当て数）／（ＴＢＬ７
の割り当て総数）｝×（１／１２）］＋［｛（ＴＢＬ８の割り当て数）／（ＴＢＬ８の割
り当て総数）｝×（１／１２）］＋［｛（ＴＢＬ９の割り当て数）／（ＴＢＬ９の割り当
て総数）｝×（５／１２）］となる。これを具体的に変動番号６の「ノーマルショートは
ずれ」で考えると、｛（８７／２５１）×（２／１２）｝＋｛（４４／２５１）×（１／
１２）｝＋｛（５／２５１）×（１／１２）｝＋｛（６３／２５１）×（１／１２）｝＋
｛（２６／２５１）×（１／１２）｝＋｛（１６２／２５１）×（１／１２）｝＋｛（１
４１／２５１）×（５／１２）｝となる。
　　　【００４４】
　また、変動番号４８～１００では、例えば、ＴＢＬ１，ＴＢＬ２の発生率が１／２とし
た場合、［｛（ＴＢＬ１の割り当て数）／（ＴＢＬ１の割り当て総数）｝×（１／２）］
＋［｛（ＴＢＬ２の割り当て数）／（ＴＢＬ２の割り当て総数）｝×（１／２）］となる
。これを具体的に変動番号４８の「ノーマルショート当り」で考えると、｛（２／２５１
）×（１／２）｝＋｛（２／２５１）×（１／２）｝となる。なお、各ＴＢＬ毎の割り当
て数を変えることで、任意の設定ができるものである。
　　　【００４５】
　図７及び図８の「出現率」の欄に記載された数値は、以上のように定められる出現率の
計算式により求めた数値である。
　　　【００４６】
　次に、図９及び図１０では、可変表示装置９で行われる全変動パターンのグループ分け
について示している。即ち、例えば、「ノーマルショート」のグループには、変動番号６
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の「ノーマルショートはずれ」，変動番号４８の「ノーマルショート当り」及び変動番号
４９の「ノーマルショート当り４コマ」の３つの変動パターンが属している。また、「ノ
ーマルたまご」のグループには、変動番号７の「ノーマルたまご割れず」及び変動番号５
１の「ノーマルたまご割れ当り」が属している。以下、同様に、表の「グループ」欄に記
載されたグループ名毎に、それぞれ変動パターンがグループ分けされている。このグルー
プには、当りの変動パターンもはずれの変動パターンも含むものであり、また、このグル
ープ分けは、信頼度を算出するために必要となる概念である。なお、変動番号１～６の変
動パターンは、いずれのグループにも属していない。
　　　【００４７】
　次に、可変表示装置９で表示される図柄の成り上がり率について、図１１及び図１２を
参照して説明する。前述したように、仮当り図柄が非特別識別情報であっても確定図柄に
おいて特別識別情報に昇格することがあり、これを成り上がりといい、非特別識別情報か
ら特別識別情報に昇格する確率を成り上がり率という。従って、成り上がりが成立するた
めには、再可変表示をすることが必要であるため、以下に示す大当りにおいては、再可変
表示することなく当たりとなるものは含まない。
　　　【００４８】
　図１１において、（Ａ）と（Ｂ）は、対応関係にあり、即ち、「特定識別情報」が「１
００％」に対応し、「特別識別情報」及び「非特別識別情報」が「５０％」に対応し、「
仮表示結果として特別識別情報が表示されるもの」が「３１．６％」に対応し、「仮表示
結果として特別識別情報を表示してから成り上がるもの」が「１８．４％」に対応するも
のである。
　　　【００４９】
　上記した図１１（Ａ）の「特定識別情報」の欄は、可変表示装置９がリーチ後に大当り
となるもの、即ち、表示結果が特定識別情報によって表示されるものの全数を示している
。この特定識別情報によって表示されるものは、非特別識別情報から特別識別情報へ再可
変表示するもの、即ち、成り上がるものと、非特別識別情報から非特別識別情報へ再可変
表示するもの、及び特別識別情報から特別識別情報へ再可変表示するものと、から構成さ
れている。そして、（Ｂ）に示すように、この特定識別情報によって表示されるものを１
００％としている。なお、表示結果が特定識別情報によって表示されるものには、特別識
別情報から非特別識別情報へ再可変表示するもの、即ち、降格するものは、含まれていな
い。
　　　【００５０】
　また、（Ａ）の「非特別識別情報」の欄は、表示結果が特定識別情報によって表示され
るもののうち、非特別識別情報から非特別識別情報へ再可変表示したものを示しており、
この割合が（Ｂ）に示すように、５０％となっている。
　　　【００５１】
　また、（Ａ）の「特別識別情報」の欄は、表示結果が特定識別情報によって表示される
もののうち、非特別識別情報から特別識別情報へ再可変表示したもの、即ち、成り上がっ
たものと、特別識別情報から特別識別情報へ再可変表示したものを示しており、この割合
が（Ｂ）に示すように、５０％となっている。
　　　【００５２】
　また、（Ａ）の「仮表示結果として特別識別情報が表示されるもの」の欄は、表示結果
が特別識別情報によって表示されるもののうち、特別識別情報から特別識別情報へ再可変
表示したものを示しており、この割合が（Ｂ）に示すように、３１．６％となっている。
　　　【００５３】
　更に、（Ａ）の「仮表示結果として特別識別情報を表示してから成り上がるもの」の欄
は、表示結果が特別識別情報によって表示されるもののうち、非特別識別情報から特別識
別情報へ再可変表示したもの、即ち、成り上がったものを示しており、この割合が（Ｂ）
に示すように、１８．４％となっている。
　　　【００５４】
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　このように、表示結果が特定識別情報によって表示されるものの全数のうち、非特別識
別情報から特別識別情報へ再可変表示するもの、即ち、成り上がるものの割合は、１８．
４％である。
　　　【００５５】
　次に、表示結果が特定識別情報によって表示されるものの全数のうち、成り上がるもの
の割合が上記したように、１８．４％となることについて、図１２を参照して説明する。
　　　【００５６】
　まず、図１２について説明すると、リーチ後に表示される再可変表示（図中、再抽選と
図示）前における仮表示結果（図中、仮当たり図柄と図示）及び再可変表示後の表示結果
（図中、確定時の図柄と図示）の欄には、それぞれ１２までの数字が記載されているが、
これは、本実施形態の場合、可変表示装置９の表示領域８０に可変表示される左・中・右
の特別図柄は、それぞれ１２個であることを示すものである。そして、例えば、数字が「
１」の場合は、可変表示装置９に「１」が３つ揃うことを示している。また、本実施形態
においては、「１」，「３」，「５」，「７」，「９」，「１１」の奇数が特別識別情報
として設定され、「２」，「４」，「６」，「８」，「１０」，「１２」の偶数が非特別
識別情報となっている。
　　　【００５７】
　また、表中に記載された数字は、仮表示結果における「１」～「１２」の図柄について
、再可変表示後の図柄に対するそれぞれ「１」～「１２」の選択テーブル毎に割り当てら
れた数字である。例えば、仮表示結果が「１」である場合に、表示結果も「１」となる場
合は、選択テーブルに割り当てられた総数１８のうち１６であるため、１６／１８の確率
となる。同様に、仮表示結果が「１」である場合に、表示結果が「３」となる場合は、１
／１８の確率であり、仮表示結果が「１」である場合に、表示結果が「７」となる場合は
、１／１８の確率である。なお、表に示すように、例えば、仮表示結果が「１」であり、
再可変表示後の表示結果が「２」になる可能性がなく、このような可能性のない場合に対
応する欄には、数値が記載されていない。
　　　【００５８】
　そして、表中、成り上がりとなるもの、即ち、非特別識別情報から特別識別情報へ再可
変表示されるもの（偶数から奇数となるもの）に割り当てられた数字をすべて合計した数
値は、６４となる。これは、図１１における「仮表示結果として特別識別情報を表示して
から成り上がるもの」に示す数に該当する。
　　　【００５９】
　一方、表中の数字をすべて合計した数値は、３４８となるが、表示結果が特定識別情報
によって表示されるものの全数を示すものであり、これは、図１１における「特定識別情
報」に示す数に該当する。従って、表示結果が特定識別情報によって表示されるものの全
数のうち、非特別識別情報から特別識別情報へ再可変表示するもの、即ち、成り上がるも
のの割合は、（６４／３４８）×１００（％）で示され、図１１（Ｂ）に示す１８．４％
となる。
　　　【００６０】
　また、図１２の下の表の上段に示す「変化率」とは、各仮表示結果毎における、再可変
表示後の図柄が仮表示結果とは異なる図柄になる確率である。また、「確変成上率」とは
、各仮表示結果毎における成り上がり率であるが、表に示すように、この成り上がり率は
、仮表示結果の種類によって異なっている。
　　　【００６１】
　なお、上記した仮表示結果は、リーチ識別情報としてもよい。このようにすることによ
り、各リーチ識別情報毎における成り上がり率を異ならせることができる。
　　　【００６２】
　また、「３．７成上率」とは、仮表示結果が特別識別情報である場合の、再可変表示後
の表示結果が仮表示結果での特別識別情報とは異なる特別識別情報となる確率であるが、
この確率は、仮表示結果での特別識別情報の種類によって異なっている。具体的には、仮



(13) JP 2003-225421 A5 2008.4.10

表示結果が特別識別情報である場合の成り上がりのようなものである。即ち、本実施形態
においては、「３」及び「７」は、特別識別情報の中でもラッキーナンバーとして設定さ
れており、「７」以外の特別識別情報から「３」又は「７」（仮表示結果が「３」の場合
は、「７」のみ）へ再可変表示した場合には、有利な遊技状態となる。有利な遊技状態と
しては、例えば、ラッキーナンバーによって大当たりとなった場合に、大当たり終了後に
も継続して遊技が行えるようにしたり、可変表示の変動時間を短縮（時短）したり、また
、普通可変入賞球装置１１の開放時間を長くする等がある。また、これらを組み合わせた
ものであってもよい。また、ラッキーナンバーの種類によって時短回数や、確率変動時の
設定時間が異なるものであってもよい。
　　　【００６３】
　次に、リーチ表示態様の種類とその成り上がり率について、図１３を参照して説明する
。まず、図１３に示す表について説明すると、図１３の表には、表の上覧に示す「確変」
，「非確変」，「当たり」，「はずれ」，「合算」，「信頼度」，「成り上がり率」が複
数種類のリーチ表示態様の「名称」毎にそれぞれ記載されている。このリーチ表示態様の
「名称」は、図９及び図１０で説明したグループ名を示すものであるため、それぞれのリ
ーチ表示態様となって当たりとなったものとはずれとなったものの双方を含んでいる。
　　　【００６４】
　それぞれの項目について説明すると、まず、「確変」とは、リーチ後当たりとなり、再
可変表示後に特別識別情報となったものを示しており、図１１（Ａ）において「特別識別
情報」の欄に該当するものである。従って、前述したように、非特別識別情報から特別識
別情報へ再可変表示したもの、即ち、成り上がったものと、特別識別情報から特別識別情
報へ再可変表示したものが含まれている。また、「確変」の欄に記載されている数字は、
「確変」テーブルに割り当てられた総数２５１のうち、各リーチ表示態様に対して割り当
てられた数値である。例えば、「ノーマルショート」に割り当てられた数字は、４である
ため、リーチ後当たりとなり、再可変表示後に特別識別情報となるもののうち、「ノーマ
ルショート」となる確率は、４／２５１である。
　　　【００６５】
　また、「非確変」とは、リーチ後当たりとなり、再可変表示後に非特別識別情報となっ
たものを示しており、図１１（Ａ）において「非特別識別情報」の欄に該当するものであ
る。また、「非確変」の欄に記載されている数字は、「非確変」テーブルに割り当てられ
た総数２５１のうち、各リーチ表示態様に対して割り当てられた数値である。例えば、「
ノーマルショート」に割り当てられた数字は、４であるため、リーチ後当たりとなり、再
可変表示後に非特別識別情報となるもののうち、「ノーマルショート」となる確率は、４
／２５１である。
　　　【００６６】
　また、「当たり」とは、リーチ後当たりとなるものが出現する確率であり、各リーチ表
示態様のグループ内で当たりとなるものの出現率（図８参照）を合計した数値である。ま
た、「はずれ」とは、リーチ後はずれとなるものが出現する確率であり、各リーチ表示態
様のグループ内ではずれとなるものの出現率（図７参照）を合計した数値である。そして
、「合算」とは、上記した「当たり」及び「はずれ」を合計した数値であり、当たりのも
の及びはずれのものを含めた各リーチ表示態様の出現率である。
　　　【００６７】
　また、「信頼度」とは、各リーチ表示態様が行われた場合の、そのリーチ表示態様が当
たりとなる確率であり、（「当たり」／「合算」）×１００（％）で示されるものである
。
　　　【００６８】
　また、「成り上がり率」は、各リーチ表示態様毎の、前述した成り上がり率であるが、
ここで、各リーチ表示態様の成り上がり率の計算方法について説明する。成り上がり率は
、前述したように、仮表示結果が非特別識別情報であるもののうち、再可変表示後に特別
識別情報となるものの割合である。これを式で表すと、「成り上がり率」（Ｅ）＝「仮表
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示結果が非特別識別情報で再可変表示後に特別識別情報となるもの」（Ｆ）／「仮表示結
果が非特別識別情報であるもの」（Ｇ）×１００（％）となる。
　　　【００６９】
　ここで、「仮表示結果が非特別識別情報であるもの」とは、図１１（Ａ）における「非
特別識別情報」と「仮表示結果として特定識別情報を表示してから成りあがるもの」とを
合わせたものに該当する。また、「仮表示結果が非特別識別情報で再可変表示後に特別識
別情報となるもの」とは、図１１（Ａ）における「仮表示結果として特定識別情報を表示
してから成りあがるもの」に該当する。
　　　【００７０】
　これを図１３の表について考えると、図１１（Ａ）における「非特別識別情報」は、「
非確変」に該当する。しかし、「仮表示結果が非特別識別情報で再可変表示後に特別識別
情報となるもの」については、図１３の表からだけでは、分からない。これは、図１３の
「確変」は、「仮表示結果が非特別識別情報で再可変表示後に特別識別情報となるもの」
と「仮表示結果が特別識別情報で再可変表示後も特別識別情報となるもの」とを合わせた
もの、即ち、図１１（Ａ）における「特別識別情報」に該当するものだからである。従っ
て、図１３の「確変」中、「仮表示結果が非特別識別情報で再可変表示後に特別識別情報
となるもの」の割合を算出しなければならないが、「仮表示結果が非特別識別情報で再可
変表示後に特別識別情報となるもの」は、前述したように、「再可変表示後の表示結果が
特定識別情報によって表示されるものの全数」の１８．４％である。
　　　【００７１】
　そこで、具体的に図１３の「ノーマルショート」を例にとって考えると、「再可変表示
後の表示結果が特定識別情報によって表示されるものの全数」は、図１３における「確変
」と「非確変」を加えたものであるため、
　　　（４／２５１）＋（４／２５１）＝８／２５１
となる。従って、「ノーマルショート」における「仮表示結果が非特別識別情報で再可変
表示後に特別識別情報となるもの」は、
　　　（８／２５１）×１８．４／１００（＝Ｆ）
となる。これが成り上がり率の式の分子である。そして、成り上がり率の式の分母である
「仮表示結果が非特別識別情報であるもの」は、「非確変」と「仮表示結果が非特別識別
情報で再可変表示後に特別識別情報となるもの」とを合わせたものであるため、
　　　（４／２５１）＋｛（８／２５１）×１８．４／１００｝（＝Ｇ）
である。従って、「ノーマルショート」における成り上がり率は、
　　　Ｅ＝Ｆ／Ｇ×１００（％）＝２６．９００６（％）
となる。同様にして、他のリーチ表示態様についても、図１３の表の「成り上がり率」の
欄に記載された数値が求められる。
　　　【００７２】
　上記のようして求めたリーチ表示態様の成り上がり率は、図１３に示すように、信頼度
の異なる複数種類のリーチ表示態様のうちいずれのリーチ表示態様が表示されたかによっ
て異なるものである。また、可変表示装置９の表示結果として特別識別情報が導出表示さ
れる割合と非特別識別情報が導出表示される割合、即ち、「確変」の数値と「非確変」の
数値は、同様に、信頼度の異なる複数種類のリーチ表示態様のうちいずれのリーチ表示態
様が表示されたかによって異なるものである。例えば、信頼度が０．１４８６％の「ノー
マルショート」は、「確変」が４，「非確変」が４であるのに対して、信頼度が３．２１
７２％の「コマ送り」は、「確変」が２３，「非確変」が２７となっている。
　　　【００７３】
　なお、成り上がり率及び信頼度を設定する場合に、信頼度の低いリーチ表示態様が信頼
度の高いリーチ表示態様よりも成り上がり率が高くなるように設定することができる。例
えば、「ノーマルショート」は、信頼度が０．１４８６％，成り上がり率が２６．９００
６％であるのに対し、「コマ送り」は、信頼度が３．２１７２％，成り上がり率が２５．
４１４４％であり、「コマ送り」よりも信頼度の低い「ノーマルショート」は、「コマ送
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り」よりも成り上がり率が高くなっている。
　　　【００７４】
　また、リーチ表示態様の種類とその成り上がり率について、更に、図１４を参照して説
明する。図１４に示す表の構成及び数値の算出方法は、図１３に示す表の構成とまったく
同様であるため省略する。図１４におけるグループ分けは、図１３におけるグループ分け
を絞った形のものであり、類似するリーチ表示態様毎にグループ分けをしたものである。
この図１４におけるグループ内のリーチ表示態様は、その少なくとも一部が同一のもので
あり、また、後述するリーチ予告をするものもしないものも含まれている。具体的には、
図１４に示すリーチ表示態様のグループ分けを図９及び図１０の変動番号に対応させて示
すと、「ノーマルショート」は、変動番号６，４８～５０，５５、「コマ送り」は、変動
番号９～１７，５２～５４，５６～５８、「ノーマルたまご」は、変動番号７，８，５１
、「お助け」は、変動番号１８，１９，５９～６２、「大噴火」は、変動番号２０～２８
，６３～６８、「氷河期」は、変動番号２９～３７，６９～７９、「お祈り」は、変動番
号３８～４０，８０～８７、「爆走中」は、変動番号４１，４３，４５，８８，９０，９
２，９４、「爆走左右」は、変動番号４２，４４，４６，４７，８９，９１，９３，９５
、「全回転」は、変動番号９６～１００によって、それぞれ構成されている。
　　　【００７５】
　上記したグループ毎に含まれるリーチ表示態様の「確変」及び「非確変」に対応する数
値を合計したものがグループ毎の「確変」及び「非確変」の欄に記載されている。また、
「当り」，「はずれ」及び「合算」についても、上記した出現率から算出した数値がグル
ープ毎にそれぞれ記載されている。
　　　【００７６】
　そして、この「確変」，「非確変」，「当り」，「はずれ」及び「合算」の数値から、
上記した計算式によって算出した「信頼度」及び「成り上がり率」がグループ毎にそれぞ
れ記載されている。
　　　【００７７】
　上記のようして求めたリーチ表示態様の成り上がり率は、図１３と同様、図１４に示す
ように、信頼度の異なる複数種類のリーチ表示態様のうちいずれのリーチ表示態様が表示
されたかによって異なるものである。例えば、「ノーマルショート」は、信頼度が０．２
９６９％，成り上がり率が３２．９１５９％であるのに対して、「コマ送り」は、信頼度
が４．５２０３％，成り上がり率が２５．９７４４％となっている。また、可変表示装置
９の表示結果として特別識別情報が導出表示される割合と非特別識別情報が導出表示され
る割合、即ち、「確変」の数値と「非確変」の数値は、同様に、信頼度の異なる複数種類
のリーチ表示態様のうちいずれのリーチ表示態様が表示されたかによって異なるものであ
る。例えば、信頼度が０．２９６９％の「ノーマルショート」は、「確変」が１０，「非
確変」が６であるのに対して、信頼度が４．５２０３％の「コマ送り」は、「確変」が３
９，「非確変」が４３となっている。
　　　【００７８】
　なお、成り上がり率及び信頼度を設定する場合に、信頼度の低いリーチ表示態様が信頼
度の高いリーチ表示態様よりも成り上がり率が高くなるように設定することができる。例
えば、「ノーマルショート」は、信頼度が０．２９６９％，成り上がり率が３２．９１５
９％であるのに対し、「コマ送り」は、信頼度が４．５２０３％，成り上がり率が２５．
９７４４％であり、「コマ送り」よりも信頼度の低い「ノーマルショート」は、「コマ送
り」よりも成り上がり率が高くなっている。
　　　【００７９】
　次に、図１５及び図１６について説明すると、図１５は、高確率時のリーチ表示態様毎
の成り上がり率を示し、図１６は低確率時のリーチ表示態様毎の成り上が率を示している
が、この場合、図１３に示したリーチ表示態様のグループ毎の成り上がり率ではない。ま
た、高確率時とは、前述したように、特別識別情報で特定遊技状態となったときのその後
の状態であり、低確率時とは、非特別識別情報で特定遊技状態となったときのその後の状
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態である。図１５及び図１６に示すように、高確率時と低確率時でリーチ表示態様毎に成
り上がり率を変えることにより、様々な組み合わせを設定することができる。例えば、変
動番号５２の「コマ送り当り」では、高確率時の成り上がり率が２１．６３０１％である
のに対して、低確率時の成り上がり率は、２４．６４８４％となっており、高確率時の方
が成り上がり率が低くなっている。この成り上がり率を変えるには、前述したように、「
確変」テーブル及び「非確変」テーブルの割り当て数をリーチ表示態様毎に設定すること
により行う。
　　　【００８０】
　また、図１５及び図１６に示すリーチ表示態様の中には、同じリーチ表示態様でも、（
役物当確），（役物１），（役物２）が付されているものがある。これが付されているも
のは、そのリーチ表示態様を行う際に可動部材２１，３７，３８を用いてその予告をする
ものであり、（役物当確），（役物１），（役物２）は、それぞれ予告の態様が異なるも
のである。例えば、図１６の変動番号５０の「（役物当確）ノーマルショート当たり」は
、変動番号４８の「ノーマルショート当たり」又は、変動番号４９の「ノーマルショート
当たり４コマ」が行われる際にその予告をするものである。この場合、成り上がり率が「
ノーマルショート当たり」及び「ノーマルショート当たり４コマ」で２６．９００６％、
「（役物当確）ノーマルショート当たり」で１００％となっており、予告をするものの方
が成り上がり率が高くなっている。
　　　【００８１】
　また、図１６の変動番号８８の「爆走中当たり」は、変動番号９２の「（役物１）爆走
中当たり」が行われる際にその予告をするものである。この場合、成り上がり率が「爆走
中当たり」で２４．８７９８％、「（役物１）爆走中当たり」で２６．９００６％となっ
ており、同じく、予告をするものの方が成り上がり率が高くなっている。
　　　【００８２】
　このように、同じリーチ表示態様でも予告をするものと予告をしないものとで、成り上
がり率が異なっている。また、可変表示装置９の表示結果として特別識別情報が導出表示
される割合と非特別識別情報が導出表示される割合、即ち、「確変」の数値と「非確変」
の数値は、同様に、同じリーチ表示態様でも予告をするものと予告をしないものとで異な
っている。
　　　【００８３】
　また、例えば、図１６の変動番号６７の「（役物１）大噴火当たり」及び変動番号６８
の「（役物２）大噴火当たり」は、変動番号６４の「大噴火当たり」が行われる際にその
予告をするものであるが、予告の態様が異なるものである。この場合、成り上がり率が「
（役物１）大噴火当たり」で２６．９００６％、「（役物２）大噴火当たり」で２６．２
８０９％となっている。
　　　【００８４】
　このように、同じリーチ表示態様であっても、予告の態様の種類によって成り上がり率
が異なっている。また、可変表示装置９の表示結果として特別識別情報が導出表示される
割合と非特別識別情報が導出表示される割合、即ち、「確変」の数値と「非確変」の数値
は、同様に、同じリーチ表示態様でも予告の態様の種類によって異なっている。
　　　【００８５】
　なお、上記したリーチ表示態様の予告の有無、あるいは予告の種類の違いによる成り上
がり率が異なる例は、図１６の低確率時に行われるものを示したが、図１５の高確率時で
行っても良い。
　　　【００８６】
　また、上記の場合、リーチ表示態様の予告の有無、あるいは予告の種類の違いによって
成り上がり率が異なるものを示したが、リーチ表示予告の有無、あるいは予告の種類の違
いによってリーチ表示態様の信頼度が異なるものであってもよい。例えば、図１３におい
て、「ノーマルショート」の信頼度が０．１４８６％であるのに対して、リーチ表示予告
を行う「ノーマルショート」の信頼度は、１００．００００％となっており、リーチ表示
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予告を行うものの方が信頼度が高くなっている。
　　　【００８７】
　また、リーチ表示態様とその成り上がり率について、更に、図１７を参照して説明する
。図１７の表は、リーチ表示態様の予告の種類及び有無の違いによる成り上がり率の違い
を示すものである。即ち、複数種類のリーチ表示態様のうち、（役物当確）で予告が行わ
れるもの、（役物１）で予告が行われるもの、（役物２）で予告が行われるもの、予告が
行われないもの、からなるグループについての成り上がり率を示したものである。具体的
には、図１７に示すリーチ表示態様の予告の種類及び有無を図９及び図１０の変動番号に
対応させて示すと、「役物当確」は、変動番号５０、「役物１」は、変動番号８，２５～
２７，３４～３６，４５，４６，６６，６７，７５～７７，９２，９３、「役物２」は、
変動番号２８，３７，４７，６８，７８，７９，９４，９５、「予告なし」は、「役物当
確」，「役物１」，「役物２」及び次の「全回転」以外のもの、「全回転」は、変動番号
９６～１００によって、それぞれ構成されている。
　　　【００８８】
　上記したグループ毎に含まれるリーチ表示態様の「確変」及び「非確変」に対応する数
値を合計したものがグループ毎の「確変」及び「非確変」の欄に記載されている。そして
、この「確変」及び「非確変」の数値から、上記した計算式によって算出した「成り上が
り率」がグループ毎にそれぞれ記載されている。
　　　【００８９】
　上記のようして求めたリーチ表示態様の成り上がり率は、図１７に示すように、いずれ
のリーチ予告の態様がなされたかによって異なるものである。例えば、「役物当確」は、
成り上がり率が１００．００００％であるのに対して、「役物１」，「役物２」は、それ
ぞれ２６．９００６％，２６．１７８５％となっている。また、成り上がり率は、リーチ
予告がされたか否かによって異なるものである。例えば、「役物当確」，「役物１」及び
「役物２」は、成り上がり率がそれぞれ１００．００００％，２６．９００６％，２６．
１７８５％であるのに対して、「予告なし」は、２６．８３５４％となっている。
　　　【００９０】
　なお、上記したリーチ表示態様の予告の有無、あるいは予告の種類の違いによる成り上
がり率が異なる例は、低確率時に行われるものを示したが、高確率時で行っても良い。
　　　【００９１】
　ここで、上記した、リーチ予告の態様である（役物当確），（役物１），（役物２）の
一例について、図１８乃至図２０を参照して説明する。図１８は、（役物当確）の予告態
様を示す説明図であり、図１９は、（役物１）の予告態様を示す説明図であり、図２０は
、（役物２）の予告態様を示す説明図である。
　　　【００９２】
　（役物当確）の予告態様では、先ず、図１８（Ａ）に示すような各ソレノイド２１ａ，
３７ａ，３８ａの駆動停止による可動部材２１，３７，３８の停止状態（可動部材２１は
下あご部分２１ｂを閉じた状態）から、ソレノイド２１ａに図９（Ｄ）の駆動信号が送信
されると共に、各ソレノイド３７ａ，３８ａに図１８（Ｅ）の駆動信号が送信される。ソ
レノイド２１ａに送信される駆動信号は、最初は所定のインターバルを置いた後に３００
ｍｓのＯＮ信号を２回繰り返し、次いで所定のインターバルを置いて３００ｍｓのＯＮ信
号を３回繰り返す信号であり、次いで所定のインターバルを置いた後に一定時間ＯＮが継
続する信号である。一方、各ソレノイド３７ａ，３８ａに送信される駆動信号は、５０ｍ
ｓのＯＮ信号を５回繰り返した後に３００ｍｓのＯＮ信号を２回繰り返し、その後同様に
５０ｍｓのＯＮ信号を５回繰り返した後に３００ｍｓのＯＮ信号を２回繰り返す信号であ
り、可動部材３７，３８は、同期して動作するようになっている。これにより、図１８（
Ｂ）に示すように、怪獣の顔を模した可動部材２１は、下あご部分２１ｂを上下方向に動
かす動作（怪獣が口を開け閉めして、あたかも吼えるような動作）を行い、人形形状の可
動部材３７，３８は、小刻みな左右方向への揺れ動作とゆっくりした左右方向への揺れ動
作との組合せを継続的に行う。そして、可動部材２１，３７，３８の動きが一旦停止した
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後、図１８（Ｃ）に示すように、可動部材２１のみが下あご部分２１ｂを一定時間下方向
に動かす動作（怪獣が口を大きく開けるような動作）を行う。
　　　【００９３】
　次に、（役物１）の予告態様では、先ず、図１９（Ａ）に示すような各ソレノイド２１
ａ，３７ａ，３８ａの駆動停止による可動部材２１，３７，３８の停止状態（可動部材２
１は下あご部分２１ｂを閉じた状態）から、ソレノイド２１ａに図１９（Ｄ）の駆動信号
が送信されると共に、各ソレノイド３７ａ，３８ａに図１９（Ｅ）の駆動信号が送信され
る。ソレノイド２１ａに送信される駆動信号は、所定のインターバルを置いた後に３００
ｍｓのＯＮ信号を２回繰り返し、次いで所定のインターバルを置いて３００ｍｓのＯＮ信
号を３回繰り返す信号である。一方、各ソレノイド３７ａ，３８ａに送信される駆動信号
は、前記図１８（Ｅ）の駆動信号と同一の信号である。これにより、図１９（Ｂ）に示す
ように、怪獣の顔を模した可動部材２１は、下あご部分２１ｂを上下方向に動かす動作（
怪獣が口を開け閉めして、あたかも吼えるような動作）を行い、人形形状の可動部材３７
，３８は、小刻みな左右方向への揺れ動作とゆっくりした左右方向への揺れ動作との組合
せを継続的に行う。より具体的には、両サイドの可動部材３７，３８が小刻みな動作を行
った後にセンターの可動部材２１と両サイドの可動部材３７，３８とが交互にゆったりと
した動作を行うことで、可動部材２１と可動部材３７，３８とが呼応した動作を行う。そ
して、各ソレノイド２１ａ，３７ａ，３８ａに対する駆動信号の送信が停止すると、図７
（Ｃ）に示すように、可動部材２１，３７，３８は、再度、停止状態（可動部材２１は下
あご部分２１ｂを閉じた状態）となる。
　　　【００９４】
　次に、（役物２）の予告態様では、先ず、図２０（Ａ）に示すような各ソレノイド２１
ａ，３７ａ，３８ａの駆動停止による可動部材２１，３７，３８の停止状態（可動部材２
１は下あご部分２１ｂを閉じた状態）から、ソレノイド２１ａに図２０（Ｄ）の駆動信号
が送信されると共に、各ソレノイド３７ａ，３８ａに図２０（Ｅ）の駆動信号が送信され
る。ソレノイド２１ａに送信される駆動信号は、前記図１８（Ｅ）及び図１９（Ｅ）の駆
動信号と同一の信号である。一方、各ソレノイド３７ａ，３８ａに送信される駆動信号は
、前記図１９（Ｄ）の駆動信号と同一の信号である。これにより、図１９（Ｂ）に示すよ
うに、怪獣の顔を模した可動部材２１は、下あご部分２１ｂを小刻みに上下方向に動かす
動作（怪獣が口を開け閉めして、あたかも吼えるような動作）とゆっくりと上下方向に動
かす動作を継続的に行い、人形形状の可動部材３７，３８は、左右方向に動く動作を行う
。より具体的には、可動部材２１が小刻みな動作を行った後に両サイドの可動部材３７，
３８と可動部材２１とが交互にゆったりとした動作を行うことで、可動部材２１と可動部
材３７，３８とが呼応した動作を行う。そして、各ソレノイド２１ａ，３７ａ，３８ａに
対する駆動信号の送信が停止すると、図７（Ｃ）に示すように、可動部材２１，３７，３
８は、再度、停止状態（可動部材２１は下あご部分２１ｂを閉じた状態）となる。
　　　【００９５】
　なお、上記した予告の態様は、可動部材２１，３７，３８を動作させることにより行う
ものを示したが、これに限らず、ランプの点滅やスピーカ４１から発せられる効果音によ
って行うもの等であってもよい。
　　　【００９６】
　また、予告が行われるのは、リーチ表示態様を導出表示する場合に限らず、大当りが導
出表示される場合や確率変動時の場合であってもよい。
　　　【００９７】
　次に、可変表示装置９においてリーチ表示態様となって再可変表示する際に、再可変表
示の変動パターンによって成り上がり率が異なることについて、図２１を参照して説明す
る。図２１は、再可変表示の各変動パターン毎の成り上がり率を示す一覧表である。
　　　【００９８】
　まず、図２１の表に示すように、再可変表示の変動パターンとしては、パターン１～４
が設定されている。このパターン１～４の変動パターンのうち、パターン１～３で再可変
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表示が行われるのは、仮表示結果が非特別識別情報であって再可変表示後に特別識別情報
となる場合（表において「非確変」→「確変」で示される）と、仮表示結果が非特別識別
情報であって再可変表示後も非特別識別情報となる場合（表において「非確変」→「非確
変」で示される）とであるが、パターン４で再可変表示が行われるのは、仮表示結果が非
特別識別情報であって再可変表示後に特別識別情報となる場合だけである。即ち、パター
ン４で再可変表示が行われたときには、必ず成り上がるため、パターン４の成り上がり率
は、表に示すように、１００．００００％である。このように、再可変表示の変動パター
ンのうち少なくとも１つは、仮表示結果が非特別識別情報であった場合に再可変表示を行
なって表示結果を必ず特別識別情報とするものが設定されている。
　　　【００９９】
　また、仮表示結果が非特別識別情報であって再可変表示後に特別識別情報となる場合に
、パターン１の再可変表示態様が再可変表示態様選択手段によって選ばれるのは、割り当
て総数が３１の「非確変」→「確変」テーブルのうち８であるため、仮表示結果が非特別
識別情報であって再可変表示後に特別識別情報となる場合に、パターン１の再可変表示態
様で行われる確率は、８／３１である。同様に、仮表示結果が非特別識別情報であって再
可変表示後も非特別識別情報となる場合に、パターン１の再可変表示態様が再可変表示態
様選択手段によって選ばれるのは、割り当て総数が３１の「非確変」→「非確変」テーブ
ルのうち１１であるため、仮表示結果が非特別識別情報であって再可変表示後も非特別識
別情報となる場合に、パターン１の再可変表示態様で行われる確率は、８／３１である。
従って、この数値と前述した成り上がり率を計算するための式、
　　　Ｅ＝Ｆ／Ｇ×１００（％）
を用いて成り上がり率を計算すると、
　　　Ｅ＝（８／３１）／｛（８／３１）＋（１１／３１）｝×１００
　　　　＝４２．１０５３（％）
となる。同様に、パターン２～３を計算すると、それぞれ表の成り上がり率の欄に記載し
た数値（いずれも４４．４４４４％）となる。このように、再可変表示のパターンによっ
て成り上がり率が異なっている。また、表に示すように、再可変表示態様選択手段が選択
する再可変表示態様の割合は、再可変表示後に特別識別情報が導出表示される場合、即ち
、「非確変」→「確変」の場合と非特別識別情報が導出表示される場合、即ち、「非確変
」→「非確変」の場合とで異なっている。
　　　【０１００】
　ここで、上記した、再可変表示の変動パターン１～４の一例について、図２２を参照し
て説明する。図２２は、リーチ後の再可変表示の変動パターンを示す図である。
　　　【０１０１】
　まず、パターン１においては、まず、リーチ後（Ａ）に非特別識別情報によって仮表示
結果が表示（Ｂ）される。仮表示結果が表示された後、（Ｃ）に示すように仮表示結果が
左側によると共に、右側に特別識別情報が表示され、更に、左右の識別情報の上方にそれ
ぞれ扉が現れる。この状態から（Ｇ）に示すように、右扉が落ちて特別識別情報が隠され
た場合には、パターン１で成り上がらなかったことになり、（Ｈ）に示すように、左扉が
落ちて非特別識別情報が隠された場合には、パターン１で成り上がったことになる。
　　　【０１０２】
　また、パターン２においては、（Ｃ）の状態までは、パターン１と同様である。この状
態から（Ｅ）に示すように左扉だけが落ちた状態と（Ｃ）の状態を繰り返し、即ち、左扉
が上下動した後、最終的に（Ｇ）に示すように、右扉が落ちて特別識別情報が隠された場
合には、パターン２で成り上がらなかったことになり、（Ｈ）に示すように、左扉が落ち
て非特別識別情報が隠された場合には、パターン２で成り上がったことになる。
　　　【０１０３】
　また、パターン３においては、（Ｃ）の状態までは、パターン１，２と同様である。こ
の状態から（Ｆ）に示すように右扉だけが落ちた状態と（Ｃ）の状態を繰り返し、即ち、
右扉が上下動した後、最終的に（Ｇ）に示すように、右扉が落ちて特別識別情報が隠され
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た場合には、パターン３で成り上がらなかったことになり、（Ｈ）に示すように、左扉が
落ちて非特別識別情報が隠された場合には、パターン３で成り上がったことになる。
　　　【０１０４】
　更に、パターン４においては、（Ｃ）の状態までは、パターン１～３と同様である。こ
の状態から（Ｄ）に示すように左扉と右扉が落ちた状態と（Ｃ）の状態を繰り返した場合
、即ち、左扉と右扉が上下動した場合には、必ず成り上がりとなるため、最終的に（Ｈ）
に示すように、左扉が落ちて成り上がりとなる。
　　　【０１０５】
　以上、実施形態にかかる弾球遊技機１について詳細に説明してきたが、本実施形態にお
いては、複数種類の識別情報の可変表示を行って表示結果を導出表示する可変表示装置９
を備え、前記表示結果が予め定めた特定識別情報となったときに特定遊技状態に制御可能
であり、前記特定識別情報は、特別識別情報と前記特別識別情報以外の非特別識別情報と
を含み、前記表示結果が前記特別識別情報であったときに該特定遊技状態終了後に遊技者
に有利な特別遊技状態に制御可能な弾球遊技機１において、該弾球遊技機１は、可変表示
装置９で可変表示を開始した後、表示結果を導出表示する前に一旦仮表示結果を導出表示
し、再度可変表示させて表示結果を導出表示する再可変表示手段としての表示制御基板５
６を備え、前記可変表示の表示態様には、表示結果が前記特定識別情報となる可能性を示
す期待度が互いに異なる複数種類のリーチ表示態様を含み、前記仮表示結果として前記特
定識別情報のうち前記非特別識別情報が導出表示されたときの再可変表示後の表示結果と
して前記特別識別情報が導出表示される割合である成り上がり率が、前記期待度の異なる
複数種類のリーチ表示態様のうちいずれのリーチ表示態様が表示されたかによって異なる
ことにより、成り上がり率と期待度とに関連性を持たせることができるため、遊技の興趣
を向上させることができる。また、成り上がり率と期待度の異なる複数のリーチ表示態様
とを様々に組み合わせることで設計上の幅を広げることができるため、遊技の興趣を向上
させた弾球遊技機１を提供することができる。
　　　【０１０６】
　また、本実施形態においては、前記可変表示装置９の表示結果として前記特別識別情報
が導出表示される割合と前記非特別識別情報が導出表示される割合とが、前記期待度の異
なる複数種類のリーチ表示態様のうちいずれのリーチ表示態様が表示されたかによって異
なることにより、いずれのリーチ表示態様の場合に特別識別情報が導出表示される可能性
が高いのか認識できるため、リーチ表示態様に対して遊技者に期待感を持たせることがで
きる。
　　　【０１０７】
　また、本実施形態においては、前記特別遊技状態とは、前記可変表示装置９の表示結果
として前記特定識別情報が導出される確率が高くなる高確率状態であることにより、導出
表示された特定識別情報が特別識別情報か否かによって次に特定識別情報が導出表示され
る確率が異なるため、特定識別情報として非特別識別情報が導出表示されるか、特別識別
情報が導出表示されるかに遊技者を惹き付けることができる。
　　　【０１０８】
　また、本実施形態においては、前記弾球遊技機１は、遊技者が動作を視認可能な位置に
設けられ且つ遊技の演出に用いられる可動部材２１，３７，３８を備え、前記複数種類の
リーチ表示態様のうち該可動部材２１，３７，３８による演出を伴うリーチ表示態様は、
前記可動部材２１，３７，３８による演出を伴わないリーチ表示態様に比べて前記期待度
が高いことにより、斬新な遊技演出を行うことができると共に、可動部材２１，３７，３
８が動作すると特定識別情報が表示され易い印象を遊技者に与えることができ、可動部材
２１，３７，３８の動作に対して遊技者に期待感を持たせることができる。
　　　【０１０９】
　また、本実施形態においては、前記複数種類のリーチ表示態様のうち、前記期待度の低
いリーチ表示態様は、前記期待度の高いリーチ表示態様よりも前記成り上がり率が高いこ
とにより、表示結果として特定識別情報が導出表示され難くても、特定識別情報が導出表
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示される場合には、特別識別情報が導出表示され易くなるため、期待度の低いリーチ表示
態様に対しても遊技者に期待感を持たせることができる。
　　　【０１１０】
　また、本実施形態においては、前記非特別識別情報は、複数種類設けられ、前記仮表示
結果として導出表示される前記非特別識別情報の種類によって前記成り上がり率が異なる
ことにより、成り上がり率が表示されるリーチ表示態様の種類及び、仮表示結果として導
出表示される非特別識別情報の種類という複数の要素によって左右されることとなるため
、興趣を向上させることができる。また、仮表示結果が導出表示された時点で特別識別情
報が導出表示され易いか否かを迅速に判断することができる。
　　　【０１１１】
　更に、本実施形態においては、前記特別遊技状態であるか否かにより、前記成り上がり
率が異なることにより、成り上がり率が表示されるリーチ表示態様の種類及び、遊技状態
が特別遊技状態であるか否かという複数の要素によって左右されることとなるため、興趣
を向上させることができる。また、遊技状態が特別遊技状態であるか否かによって成り上
がり率が異なるので、遊技状態によって表示結果として特別識別情報が導出表示される可
能性を異ならせて遊技にメリハリを持たせることができ、興趣を向上させることができる
。
　　　【０１１２】
　　【発明の効果】
　以上、説明したところから明らかなように、請求項１の発明においては、成り上がり率
と期待度とに関連性を持たせることができるため、遊技の興趣を向上させることができる
。また、成り上がり率と期待度の異なる複数のリーチ表示態様とを様々に組み合わせるこ
とで設計上の幅を広げることができるため、遊技の興趣を向上させた遊技機を提供するこ
とができる。
　　　【０１１３】
　また、請求項２の発明においては、いずれのリーチ表示態様の場合に特別識別情報が導
出表示される可能性が高いのか認識できるため、リーチ表示態様に対して遊技者に期待感
を持たせることができる。
　　　【０１１４】
　また、請求項３の発明においては、導出表示された特定識別情報が特別識別情報か否か
によって次に特定識別情報が導出表示される確率が異なるため、特定識別情報として非特
別識別情報が導出表示されるか、特別識別情報が導出表示されるかに遊技者を惹き付ける
ことができる。
　　　【０１１５】
　また、請求項４の発明においては、斬新な遊技演出を行うことができると共に、可動部
材が動作すると特定識別情報が表示され易い印象を遊技者に与えることができ、可動部材
の動作に対して遊技者に期待感を持たせることができる。
　　　【０１１６】
　また、請求項５の発明においては、表示結果として特定識別情報が導出表示され難くて
も、特定識別情報が導出表示される場合には、特別識別情報が導出表示され易くなるため
、期待度の低いリーチ表示態様に対しても遊技者に期待感を持たせることができる。
　　　【０１１７】
　また、請求項６の発明においては、成り上がり率が表示されるリーチ表示態様の種類及
び、仮表示結果として導出表示される非特別識別情報の種類という複数の要素によって左
右されることとなるため、興趣を向上させることができる。また、仮表示結果が導出表示
された時点で特別識別情報が導出表示され易いか否かを迅速に判断することができる。
　【０１１８】

【図面の簡単な説明】
　　【図１】
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　本発明の一実施形態における弾球遊技機を示す正面図である。
　　【図２】
　遊技盤を示す正面図である。
　　【図３】
　弾球遊技機の裏面に設けられる各基板を示す説明図である。
　　【図４】
　機構板を示す背面図である。
　　【図５】
　遊技制御基板（主基板）の回路構成を示すブロック図である。
　　【図６】
　同図（Ａ）はサイド飾りに設けられた可動部材の動作を示す説明図であり、同図（Ｂ）
は表示部装飾部材に設けられた可動部材の動作を示す説明図である。
　　【図７】
　可変表示装置で行われる全変動パターンを示す一覧表である。
　　【図８】
　可変表示装置で行われる全変動パターンを示す一覧表である。
　　【図９】
　可変表示装置で行われる全変動パターンのグループ分けを示す一覧表である。
　　【図１０】
　可変表示装置で行われる全変動パターンのグループ分けを示す一覧表である。
　　【図１１】
　可変表示装置において再可変表示が行われて大当りとなった場合の図柄の表示パターン
の割合を示す概念図である。
　　【図１２】
　再可変表示（再抽選）前の仮表示結果（仮当り図柄）から表示結果（確定時の図柄）へ
の変化率等を示す一覧表である。
　　【図１３】
　低確率時（通常モード）におけるグループ別の信頼度，成り上がり率等を示す一覧表で
ある。
　　【図１４】
　低確率時（通常モード）におけるリーチ予告の有無を問わないグループ別の信頼度，成
り上がり率等を示す一覧表である。
　　【図１５】
　高確率時におけるリーチ別の成り上がり率を示す一覧表である。
　　【図１６】
　低確率時におけるリーチ別の成り上がり率を示す一覧表である。
　　【図１７】
　低確率時におけるリーチ予告の種類及び有無の違いによる成り上がり率を示す一覧表で
ある。
　　【図１８】
　（役物当確）の予告態様を示す説明図である。
　　【図１９】
　（役物１）の予告態様を示す説明図である。
　　【図２０】
　（役物２）の予告態様を示す説明図である。
　　【図２１】
　再可変表示の各変動パターン毎の成り上がり率を示す一覧表である。
　　【図２２】
　リーチ後の再可変表示の変動パターンを示す図である。
　【符号の説明】
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　１　弾球遊技機（遊技機）
　９　可変表示装置
　２１　可動部材（予告報知手段）
　２１ａ　ソレノイド
　２１ｂ　下あご部分
　３７　可動部材（予告報知手段）
　３７ａ　ソレノイド
　３８　可動部材（予告報知手段）
　３８ｂ　ソレノイド
　３９　サイド飾り
　４０　サイド飾り
　５６　表示制御基板（演出制御手段，再可変表示制御手段，再可変表示態様選択手段）
　５７　主基板（遊技制御手段）
　８０　表示領域
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